
⃝

入
居
者
の
資
格

①�

入
居
の
申
し
込
み
し
た
日
に
お
い
て

収
入
基
準
内
で
あ
る
こ
と

②�

現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
な
方
で
あ
る
こ
と

③�

町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ

る
こ
と

④�

現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う

と
す
る
親
族
が
あ
る
こ
と

⑤�

原
則
と
し
て
、
自
己
の
所
有
す
る
持

ち
家
等
が
な
い
こ
と

⑥
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
こ
と

※
町
外
の
方
で
も
入
居
可
能
で
す
。

⃝

申
込
方
法

　

入
居
申
込
書
は
、
建
設
課
お
よ
び
各

支
所
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。
入
居

申
込
書
に
添
付
書
類
を
添
え
て
、
建
設

課
ま
た
は
各
支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

⃝

申
込
期
間

　
４
月
１
日
～
15
日

　

・
期
限
厳
守

　

・�

申
し
込
み
締
切
日
時
点
で
、
書
類

の
そ
ろ
っ
て
い
な
い
方
は
、
失
格

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

⃝
受
付
時
間

　

８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で

　
【
土
日
・
祝
日
は
除
く
】

⃝

選
考
方
法

　

申
込
者
の
入
居
資
格
、
住
宅
困
窮
の

度
合
い
の
実
情
を
調
査
し
、
募
集
戸
数

を
超
え
る
応
募
が
あ
っ
た
場
合
は
公
開

抽
選
に
よ
り
入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

⃝

募
集
住
宅

【
琴
丘
地
域
】

　

八
幡
越
住
宅　

２
戸

　
　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

　

千
刈
田
住
宅　

１
戸

　
　
（
木
造
平
屋
建
て
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

【
八
竜
地
域
】

　

萱
刈
沢
住
宅　

２
戸

　
　
（
木
造
平
屋
建
て
３
Ｄ
Ｋ
）

　

新
八
竜
住
宅　

９
戸

　
　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

　

八
竜
東
住
宅　

４
戸

　
　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

　

大
口
住
宅　

１
戸

　
　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

　

赤
沼
住
宅　

３
戸

　
　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
課　
管
理
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
２
０

　

三
種
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期

介
護
保
険
事
業
計
画
が
策
定
さ
れ
、
介

護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

65
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者
の
介

護
保
険
料
は
、
市
町
村
ご
と
に
決
め
ら

れ
た
基
準
額
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

所
得
状
況
に
応
じ
て
段
階
的
に
決
め
ら

れ
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
の
介
護
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
介
護
保
険
料
は
前
年
の
所
得
確

定
後
、
７
月
に
年
間
の
金
額
が
決
ま
り

ま
す
。
納
付
書
で
の
納
付
の
方
は
、
７

月
か
ら
令
和
７
年
３
月
ま
で
の
９
回
に

分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
課　
介
護
保
険
係

　
☎
８
５ｰ

２
２
４
７

第
９
期
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

町
営
住
宅
入
居
者
募
集
！

抽
選
予
定
日　
５
月
２
日

入
居
予
定
日　
５
月
20
日

⃝所得段階別保険料
課税
状況 所得段階 本人の収入 保険料率 年　額

保険料
月　額
保険料

非
課
税
世
帯

本
人
が
住
民
税
非
課
税

第１段階 前年の年金収入等が
80万円以下

0.285
（0.455）

23,598円
（37,674円）

第２段階 前年の年金収入等が
80万円超120万円以下

0.485
（0.685）

40,158円
（56,718円）

第３段階 前年の年金収入等が
120万円超

0.685
（0.690）

56,718円
（57,132円）

課
　
　
税
　
　
世
　
　
帯

第４段階 前年の年金収入等が
80万円以下 0.850 70,380円

第５段階 前年の年金収入等が
80万円超 1.000 82,800円

三種町の基準額 6,900円

本
人
が
住
民
税
課
税

第６段階 前年の合計所得金額が
120万円未満 1.200 99,360円

第７段階 前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満 1.300 107,640円

第８段階 前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満 1.500 124,200円

第９段階 前年の合計所得金額が
320万円以上420万円未満 1.700 140,760円

第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 1.900 157,320円

第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 2.100 173,880円

第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 2.300 190,440円

第13段階 前年の合計所得金額が720万円以上 2.400 198,720円

※第４段階は、国の基準0.900から0.850に引き下げて設定しています。

広報 みたね
mitane town
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